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日
野
家
と
将
軍
家

足
利
義
尚
像
・
木
像
（
等
持
院
蔵
）

　
　
　

ウ
ィ
キ
ペ
デ
ィ
ア
（
宇
治
主
水
）

九
代
将
軍
・
義
尚
（
八
代
将
軍
義
政
と
正
室
・
日
野
富
子
と
の
実
子
）
は

　
　
　
　
余
り
に
も
大
き
な
期
待
を
背
負
っ
て
い
た
！

足利義尚像・部分

     狩野正信（地蔵院蔵）

日
野
富
子
像
（
宝
鏡
寺
蔵
）

足
利
義
政
像
・
木
像
（
等
持
院
蔵
）
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日
野
家
は
名
家
だ
っ
た

　

日
野
家
は
藤
原
氏
北
家
の
流
れ
で
、
名
家
の
家
格
を
も
っ
て
い
る
。
奈
良
時
代
か
ら
平
安
時
代
初
期
に

か
け
て
の
公
卿
、
藤
原
内
麻
呂
は
北
家
の
嫡
流
と
な
り
、
そ
の
曾
孫
の
家
宗
が
、
弘
仁
十
三
年
（822

）、

伝
承
地
だ
っ
た
山
城
国
宇
治
郡
日
野
（
京
都
市
伏
見
区
）
に
寺
を
創
建
し
た
こ
と
か
ら
、
名
字
を
日
野
と

名
乗
っ
た
と
伝
え
ら
れ
る
。

　

承
安
三
年（1173

）に
生
ま
れ
た
浄
土
真
宗
開
祖
の
親
鸞
は
、こ
の
一
族
、有
範
の
子
と
い
わ
れ
て
い
る
。

　

鎌
倉
時
代
に
は
・
・
・

　
17
代
・
日
野
俊
光

　

日
野
家
は
、
代
々
儒じ
ゅ

道ど
う

（
儒
学
ま
た
は
儒
教
の
道
）
お
よ
び
歌
道
を
も
っ
て
朝
廷
に
仕
え
た
。
鎌
倉
時

代
、
伏
見
天
皇
に
重
用
さ
れ
た
十
七
代
の
当
主
・
俊
光
は
、
正し
ょ

和う
わ

六
年
（
文ぶ
ん

保ぽ
う

元
年
）（1317

）、
権
ご
ん
の

大
納

言
（「
権ご
ん

官か
ん

＝
定
員
外
の
官
職
」
の
大
納
言
＝
官
職
の
一
つ
、
訓
読
み
は
「
お
ほ
い
も
の
ま
う
す
の
つ
か
さ
」）
に

ま
で
昇
任
さ
れ
て
、
日
野
家
の
地
位
を
確
立
し
た
。

タ
ブ
ロ
イ
ド
地
域
紙
「
市
民
プ
レ
ス
」
の
電
子
版
と
し
て
編
集
し
ま

し
た
。
電
子
書
籍
専
用
の
ア
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン
等
で
お
読
み
下
さ
い
。

ま
た
ご
利
用
の
環
境
に
よ
っ
て
は
、電
子
書
籍
の
閲
覧
が
で
き
な
い
場
合
が
ご
ざ
い
ま
す
。
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昇
任
さ
れ
た
。

　
賢
俊
（
三
宝
院
賢
俊
）

　

賢
俊
僧
正
は
醍
醐
寺
宝ほ
う

池ち

院
流
賢け
ん

助じ
ょ

に
師
事
し
て
密
教
を
学
び
、
師
・
賢
助
の
死
に
際
し
て
そ
の
後
継

者
に
指
名
さ
れ
る
。
南
北
朝
の
内
乱
で
は
尊
氏
方
に
つ
き
、
後
醍
醐
天
皇
の
信
任
を
受
け
て
、
延
元
元
年

／
建
武
三
年
（1336

）
二
月
、
尊
氏
が
九
州
に
走
っ
た
と
き
、
彼
に
従
っ
て
陣
中
の
群
議
に
当
っ
た
。
ま

た
持
明
院
統
の
光
厳
上
皇
の
院
宣
と
錦
旗
を
尊
氏
に
伝
え
る
役
割
を
果
た
し
、
足
利
将
軍
家
と
日
野
家
と

を
結
ぶ
端
緒
を
つ
く
っ
た
。
参
考
資
料
：
醍
醐
寺
文
化
財
ア
ー
カ
イ
ブ
ス
（
本
稿
末
尾
の26

頁
に
引
用
）。

　

同
年
六
月
、
権
大
僧
正
に
任
じ
ら
れ
、
醍
醐
寺
座
主
と
な
っ
て
、
二
十
二
年
間
当
職
を
占
め
た
。
尊
氏

及
び
北
朝
三
代
（
光
明
・
崇
光
・
後
光
厳
）
の
護
持
僧
と
し
て
権
勢
を
振
る
う
。

　
時
光
は
日
野
家
十
九
代
を
継
ぐ

　
19
代
・
日
野
時
光
（
資
名
の
嫡
男
）

　

時
光
は
資
名
の
嫡
男
と
し
て
、
嘉
暦
三
年
（1328

）
に
生
ま
れ
、
蔵
人
頭
を
経
て
、
正
平
十
三
年
／
延

文
三
年
（1358

）
に
参
議
、
右
大
弁
、
左
大
弁
、
越
前
権
守
、
検
非
違
使
別
当
、
権
中
納
言
、
正
三
位
、

正
平
二
十
二
年
／
貞
治
六
年
（1367

）
に
権
大
納
言
と
な
り
、
同
年
に
没
し
た
。

　

時
光
の
子
と
し
て
、
嫡
男
の
資
康
は
分
家
し
、
娘
の
業
子
は
将
軍
義
満
正
室
と
し
て
嫁
ぎ
、
次
男
の
資

　

南
北
朝
か
ら
室
町
時
代
へ
・
・
・

　
18
代
・
日
野
資
名
（
俊
光
の
長
男
）

　

俊
光
の
子
と
し
て
知
ら
れ
る
の
は
、
資す
け

名な

、
資す
け

朝と
も

、
資す
け

明あ
き
ら、

賢け
ん

俊し
ゅ
ん

僧
正
ほ
か
で
、
十
八
代
を
継
い
だ

資
名
は
弘
安
九
年
（1286

）
の
生
ま
れ
、
鎌
倉
幕
府
が
擁
立
し
た
持
明
院
統
の
光こ
う

厳ご
ん

天
皇
に
重
用
さ
れ
、

正
二
位
・
権
大
納
言
と
な
る
。
後
醍
醐
方
に
つ
い
た
足
利
尊
氏
が
六
波
羅
探
題
を
攻
め
た
折
り
に
は
、
光

厳
天
皇
を
奉
じ
て
京
都
を
脱
出
し
て
出
家
し
た
。
の
ち
に
尊
氏
が
後
醍
醐
天
皇
と
対
立
す
る
と
、
光
厳
上

皇
の
後
醍
醐
追
討
の
院
宣
を
取
り
次
ぎ
、
南
北
朝
対
立
の
発
端
と
な
る
。

　
日
野
資
朝
（
俊
光
の
次
男
）

　

次
男
の
資
朝
は
、
元
亨
二
年
（1324

）
に
発
覚
し
た
後
醍
醐
天
皇
の
武
力
倒
幕
計
画
（
正
中
の
変
）
に

参
画
し
、
父
・
俊
光
が
持
明
院
統
の
重
臣
で
あ
っ
た
に
も
拘
ら
ず
、
敢
え
て
大
覚
寺
統
の
傍
流
と
な
る
後

醍
醐
に
仕
え
た
た
め
に
父
か
ら
勘
当
さ
れ
る
。

　
日
野
資
明
（
俊
光
の
四
男
）

　

資
明
は
、
柳
や
な
ぎ

原わ
ら

殿
と
い
わ
れ
た
邸
宅
に
住
み
、
柳
原
を
家
名
と
し
た
の
で
柳
原
資
明
と
い
う
。
足
利
尊

氏
に
よ
っ
て
光こ
う

明み
ょ
う

天
皇
が
擁
立
さ
れ
、
光
厳
上
皇
の
院
政
が
開
始
さ
れ
る
と
、
権
中
納
言
に
任
じ
ら
れ
、

以
後
北
朝
の
有
能
な
実
務
官
僚
と
し
て
活
躍
し
た
。
延
元
二
年
／
建
武
四
年
（1337

）
に
は
権
大
納
言
に
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教
は
日
野
家
の
二
十
代
を
継
い
だ
。
三
男
、
資
国
は
、
日
野
西
家
を
創
設
、
准
大
臣
に
次
い
で
左
大
臣
を

贈
ら
れ
る
。
ま
た
娘
二
人
は
、
左
大
臣
・
洞と
う

院い
ん

公
定
お
よ
び
権
大
納
言
・
甘か
ん

露ろ

寺じ

兼
長
に
嫁
ぐ
。

　
時
光
の
子
は
裏
松
家
へ

　
日
野
資
康
（
時
光
の
子
）

　

資
康
は
貞
和
四
年
／
正
平
三
年
（1348

）
に
生
ま
れ
、
日
野
流
の
分
家
（
裏
松
家
）
の
当
主
と
な
る
。

　

裏
松
（
日
野
）
資
康
は
、
蔵
人
頭
、
左
大
弁
を
経
て
、
天
授
四
年
／
永
和
四
年
（1378
）
に
権
中
納

言
、
天
授
七
年
（
弘
和
元
年
）
／
康
暦
三
年
（
永
徳
元
年
）（1381

）、
正
三
位
、
従
二
位
、
翌
年
に
院
執
権
、

弘
和
三
年
／
永
徳
三
年
（1383

）
よ
り
左
衛
門
督
、
補
検
非
違
使
別
当
と
な
る
。
正
二
位
を
経
て
、
元
中

三
年
／
至
徳
三
年
（1386

）
に
は
権
大
納
言
、
元
中
七
年
／
康
応
二
年
（
明
徳
元
年
）（1390

）
従
一
位
、

権
大
納
言
と
な
る
が
、
同
年
亡
く
な
っ
た
。

　

日
野
業な
り

子こ

は
正
平
六
年
／
観
応
二
年
（1351

）
に
生
ま
れ
、
宮
中
に
影
響
力
を
持
っ
て
い
た
叔
母
、
従

一
位
典
侍
の
日
野
宣
子
の
仲
介
で
、
文
中
四
年
（
天
授
元
年
）
／
応
安
八
年
（
永
和
元
年
）（1375

）
に
足

利
義
満
と
結
婚
す
る
。
な
お
、
宣
子
は
、
花
の
御
所
の
邸
内
に
建
て
ら
れ
た
「
岡
松
殿
」（
の
ち
に
尼
門
跡

寺
院
の
「
大
聖
寺
」
と
な
る
）
を
、
義
満
か
ら
与
え
ら
れ
て
住
み
、
の
ち
に
「
岡
松
一
品
」
と
呼
ば
れ
た
。

　

結
婚
し
た
義
満
は
、
業
子
と
共
に
花
の
御
所
に
移
る
。
業
子
は
和
歌
に
秀
で
、
義
満
の
寵
愛
を
受
け
た

と
い
わ
れ
る
。
義
満
の
計
ら
い
で
高
い
位
階
（
従
一
位
・
准
后
と
な
る
）
を
与
え
ら
れ
た
が
、
応
永
十
二

年
（1405

）、
五
十
五
才
で
死
去
し
た
。
法
名
は
定
心
院
。

日
野
家
・
裏
松
家
の
系
図

裏
松
家
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20
代
・
日
野
資
教
（
時
光
の
次
男
）

　

資
教
は
、
延
文
元
年
／
正
平
十
一
年
（1356
）
に
生
ま
れ
、
二
十
代
日
野
家
当
主
と
な
る
。
蔵
人
頭
、

参
議
を
経
て
天
授
五
年
／
永
和
五
年
（
康
暦
元
年
）（1379
）
に
従
三
位
、
検
非
違
使
別
当
、
右
衛
門
督
、

翌
年
、
左
衛
門
督
、
翌
々
年
に
は
、
権
中
納
言
、
正
三
位
に
、
さ
ら
に
、
従
二
位
、
正
二
位
へ
と
進
み
、

元
中
九
年
／
明
徳
三
年
（1392

）
よ
り
権
大
納
言
、
応
永
十
二
年
に
従
一
位
と
な
る
。
応
永
三
十
五
年
／

正
長
元
年
（1428

）
に
亡
く
な
る
。

　
裏
松
家
（
分
家
）
の
創
始
は
・
・
・

　

正
平
一
統
が
破
綻
し
た
あ
と
、
尊
氏
が
擁
立
し
た
後
光
厳
天
皇
か
ら
も
重
用
さ
れ
た
日
野
流
は
、
裏
松
・

烏
丸
・
日
野
西
な
ど
多
く
の
分
家
を
創
出
す
る
。
裏
松
家
と
将
軍
家
の
縁
故
は
深
ま
り
、
業
子
と
義
満
の

婚
礼
に
よ
っ
て
、
持
明
院
統
の
公
家
と
し
て
の
日
野
流
・
裏
松
家
は
、
政
権
に
対
し
て
の
影
響
力
を
強
め
、

さ
ら
に
日
野
資
康
の
娘
た
ち
、康
子
は
業
子
亡
き
あ
と
、義
満
に
、ま
た
栄
子
は
四
代
将
軍
・
義
持
に
嫁
ぐ
。

　

義
満
は
資
康
の
娘
・
康
子
と
再
婚

　

応
永
十
二
年
、
正
妻
の
業
子
に
先
立
た
れ
た
義
満
は
、
資
康
の
娘
・
康や
す

子こ

（
業
子
の
姪
に
当
る
）
と
再

婚
す
る
。

　
康
子
（
日
野
／
裏
松
資
康
の
娘
）

　

康
子
は
、
正
平
二
十
四
年
／
応
安
二
年
（1369

）
の
生
ま
れ
で
、
義
満
の
継
室
と
な
っ
て
御
台
所
の
座

を
継
ぐ
。
北
山
第
南
御
所
に
住
し
て
、
南
御
所
と
称
さ
れ
る
。

　

そ
の
こ
ろ
、後
小
松
天
皇
が
一
代
の
う
ち
に
諒り
ょ
う
あ
ん闇（

天
皇
が
、父
母
が
亡
く
な
っ
た
と
き
喪
に
服
す
る
期
間
。

ろ
う
あ
ん
と
も
読
む
）
を
二
度
経
験
す
る
こ
と
と
な
っ
て
、
こ
れ
が
、
過
去
の
例
で
は
不
吉
だ
っ
た
こ
と

将
軍
家
の
系
図
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か
ら
、
義
満
は
、
准じ
ゅ
ん
ぼ母

（
天
皇
の
生
母
で
は
な
い
女
性
が
母
に
擬
さ
れ
る
こ
と
。
ま
た
そ
の
女
性
の
称
号
）
を

立
て
て
諒
闇
を
回
避
す
べ
き
だ
と
主
張
し
た
。
そ
こ
で
、
関
白
・
一
条
経
嗣
や
重
光
ら
側
近
た
ち
は
、
将

軍
の
意
向
に
沿
う
た
め
に
奔
走
し
た
。
康
子
を
先
ず
後
小
松
の
准
母
と
し
た
の
ち
、応
永
十
四
年
（1407

）

に
は
准
三
宮
へ
、
さ
ら
に
北
山
院
の
院
号
を
宣
下
さ
れ
て
女に
ょ

院い
ん

（「
に
ょ
う
い
ん
」
と
も
読
み
、
三
后
∧
太

皇
太
后
・
皇
太
后
・
皇
后
∨
や
、
そ
れ
に
準
ず
る
身
位
（
准
后
、
内
親
王
な
ど
）
の
女
性
に
宣
下
さ
れ
た
称
号
を

指
す
）
と
な
っ
た
。

　

応
永
十
五
年
（1408
）
に
義
満
は
亡
く
な
る
と
、
跡
を
継
い
だ
義
持
は
実
妹
の
夫
だ
っ
た
が
、
父
・
義

満
の
朝
廷
政
策
を
批
判
し
、
康
子
と
不
仲
だ
っ
た
と
い
わ
れ
る
（『
兼か
ね

宣の
ぶ

公
記
』
＝
公
家
広
橋
兼
宣
∧1366

〜1429

∨
の
日
記
で
、1387
〜1428

∧
元
中
四
年
／
嘉
慶
元
年
〜
正
長
元
年
∨
の
記
事
が
含
ま
れ
る
。
兼
宣

は
後
円
融
天
皇
の
外
戚
に
あ
た
り
、
武
家
伝
奏
の
役
も
務
め
た
の
で
、
そ
の
時
期
の
朝
幕
関
係
を
知
る
こ
と
が
で

き
る
史
料
と
し
て
貴
重
な
も
の
と
さ
れ
て
い
る
）。

　

そ
の
た
め
、
康
子
が
応
永
二
十
六
年
に
亡
く
な
る
と
、
恐
ら
く
義
持
の
意
向
に
よ
っ
て
、
康
子
の
葬
儀

は
、
女
院
と
し
て
の
格
式
で
は
行
わ
れ
な
か
っ
た
。
し
か
も
、
死
後
わ
ず
か
一
ヶ
月
の
の
ち
、
康
子
の
住

ん
だ
「
南
御
所
」
は
解
体
さ
れ
、
所
領
も
後
小
松
天
皇
に
返
還
さ
れ
た
。

　

日
野
／
裏
松
重
光
（
日
野
資
康
の
子
）

　

裏
松
（
日
野
）
資
康
の
嫡
子
、
重
光
は
、
応
安
七
年
（1374

）
の
生
ま
れ
で
、
父
が
分
家
し
た
の
ち
、

格
式
を
も
っ
た
裏
松
家
を
継
ぐ
。
型
式
的
に
は
同
家
の
創
始
者
と
さ
れ
て
い
る
。
蔵
人
頭
を
経
て
、
明
徳

五
年
（
応
永
元
年
）
に
権
中
納
言
、応
永
三
年
（1396

）、お
よ
び
同
六
年
（1399

）、さ
ら
に
正
二
位
と
な
り
、

外が
い

戚せ
き

と
し
て
権
勢
を
振
る
う
。
同
十
一
年
（1404

）
か
ら
権
大
納
言
と
な
る
。
従
一
位
を
経
て
、
同
十
八

年
よ
り
大
納
言
、
院
執
権
を
務
め
、
応
永
二
十
年
（1413

）
に
逝
去
し
た
が
、
将
軍
・
義
勝
、
義
政
兄
弟

の
祖
父
と
し
て
、
死
後
の
文
安
二
年
（1445

）
に
左
大
臣
を
追
贈
さ
れ
た
。

　

子
に
義よ
し

資す
け

、
宗
子
（
足
利
義
教
御
台
所
）、
重
子
（
足
利
義
教
側
室
）
ら
が
い
る
。

　
栄
子
（
日
野
／
裏
松
資
康
の
娘
）

　

康
子
の
妹
の
栄え
い

子し

（
え
い
こ
、と
も
読
む
）
は
、明
徳
元
年
／
元
中
七
年
（1390

）
の
生
ま
れ
、四
代
将
軍
・

義
持
の
正
室
と
し
て
嫁
ぐ
。
応
永
十
四
年
（1407

）
に
義
量
（
五
代
将
軍
と
な
る
）
を
生
み
、生
母
と
な
る
。

　

義
持
と
の
夫
婦
仲
は
良
好
で
、
義
持
が
奈
良
や
伊
勢
参
詣
に
赴
く
際
に
は
同
伴
し
た
。
神
仏
へ
の
信
仰

心
が
深
く
、
伊
勢
神
宮
や
熊
野
詣
に
何
度
も
出
掛
け
る
。
義
持
の
趣
味
だ
っ
た
田
楽
を
好
み
、
義
持
の
晩

年
に
は
大
方
殿
と
呼
ば
れ
た
。
子
の
義
量
は
五
代
将
軍
を
継
い
だ
が
、
応
永
三
十
二
年
（1425

）
に
十
九

才
で
早
世
し
、
つ
づ
い
て
将
軍
・
義
持
も
応
永
三
十
五
年
（1428

）、
四
十
三
才
で
死
去
す
る
。
栄
子
は
、
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常
徳
院
海
門
和
尚
を
戒
師
と
し
て
落
髪
し
、
慈
受
院
と
号
し
た
。
従
一
位
に
叙
せ
ら
れ
る
。 

永
享
三
年

（1431

）
に
死
去
し
た
（
享
年
四
十
二
才
）。

　
日
野
／
裏
松
義
資
（
裏
松
重
光
の
三
男
）

　

義
資
は
、応
永
四
年
（1397

）
に
重
光
の
三
男
と
し
て
生
ま
れ
た
。
応
永
十
四
年
（1407

）、北
山
第
で
、

義
満
が
烏
帽
子
親
と
な
っ
て
元
服
が
行
な
わ
れ
、
義
満
は
偏
諱
と
し
て
「
義
」
の
字
を
与
え
た
。
義
資
が

義
満
の
正
室
（
日
野
康
子
）
の
甥
だ
っ
た
こ
と
に
も
よ
る
が
、
武
家
で
「
義
」
の
字
を
与
え
ら
れ
て
い
た

の
は
斯
波
氏
の
み
で
あ
り
、
公
家
に
対
し
て
は
摂
関
家
の
当
主
で
さ
え
「
満
」
の
字
し
か
与
え
ら
れ
て
お

ら
ず
、
破
格
の
厚
遇
だ
っ
た
。

　

義
資
は
蔵
人
頭
、
左
中
弁
を
経
て
、
応
永
二
十
六
年
（1419

）
に
左
大
弁
、
左
衛
門
督
、
さ
ら
に
権
中

納
言
と
な
る
。
同
三
十
一
年
（1424
）
に
正
三
位
、
つ
づ
い
て
補
院
執
権
、
武
家
伝
奏
を
務
め
た
。

　

応
永
三
十
五
年
一
月
（1428

）、
将
軍
・
義
持
の
死
後
、
弟
の
青
蓮
院
義
円
が
後
継
者
に
選
ば
れ
る
と
、

青
蓮
院
を
退
出
し
た
義
円
（
の
ち
に
将
軍
・
義
教
）
の
住
ま
い
と
し
て
自
宅
の
裏
松
邸
を
提
供
し
た
。
ま
た
、

義
持
の
未
亡
人
の
栄
子
と
協
議
し
て
、
妹
の
宗
子
を
義
教
の
正
室
と
し
た
。
し
か
し
、
義
教
が
本
格
的
に

政
権
を
始
動
さ
せ
る
と
、
義
資
は
、
か
つ
て
不
忠
が
あ
っ
た
と
し
て
所
領
を
没
収
さ
れ
、
蟄
居
を
命
じ
ら

れ
た
。
ま
た
宗
子
は
義
教
と
不
仲
と
な
り
、
永
享
三
年
（1431
）
に
離
縁
さ
れ
て
、
そ
の
後
、
も
う
一
人

の
妹
重
子
が
義
教
の
側
室
と
な
っ
た
。

　
義
資
は
殺
害
さ
れ
る
・
・
・

　

重
子
が
義
教
の
跡
を
継
ぐ
は
ず
の
千
也
茶
丸
を
産
ん
だ
時
、
蟄
居
し
て
い
た
義
資
の
屋
敷
に
人
々
が
祝

い
に
訪
れ
た
が
、
義
教
は
こ
れ
に
激
怒
し
、
祝
い
に
訪
れ
た
全
員
を
処
罰
す
る
と
い
う
挙
に
出
る
。
そ
し

て
永
享
六
年
（1434

）、
自
邸
で
就
寝
中
の
義
資
は
、
侵
入
し
た
何
者
か
に
殺
害
さ
れ
、
首
を
持
ち
去
ら

れ
た
。
犯
人
は
捕
ま
ら
ず
、
義
教
の
指
示
で
あ
る
と
い
う
噂
が
流
れ
て
い
た
。
家
督
を
継
い
だ
嫡
男
の
重

政
も
所
領
を
没
収
さ
れ
て
出
家
し
た
の
で
、
裏
松
家
は
ま
だ
幼
い
、
重
政
の
子
の
勝
光
を
残
し
て
断
絶
の

危
機
に
瀕
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　

永
享
六
年
（1434

）
に
亡
く
な
っ
た
義
資
は
、死
後
の
宝
徳
二
年
（1450

）
に
大
納
言
を
贈
与
さ
れ
る
。

　

前
述
し
た
よ
う
に
、将
軍
・
義
持
の
死
後
、正
室
だ
っ
た
日
野
栄
子
は
、甥
の
義
資
（
重
光
嫡
男
）
と
図
っ

て
妹
の
宗
子
（
生
年
不
詳
）
を
次
の
将
軍
職
を
継
ぐ
こ
と
に
な
っ
た
義
持
の
弟
に
正
室
と
し
て
嫁
が
せ
た
。

弟
の
義
円
は
還
俗
し
て
将
軍
と
な
っ
た
が
、
僧
侶
だ
っ
た
の
で
妻
帯
し
て
お
ら
ず
、
直
ち
に
正
室
を
立
て

る
必
要
が
生
じ
た
の
で
あ
る
。

　
宗
子
（
裏
松
重
光
の
娘
）

　

将
軍
と
な
っ
た
義
教
の
還
俗
か
ら
一
ヶ
月
も
経
た
な
い
応
永
三
十
五
年
（1428

）
閏
三
月
、
宗
子
は
正
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式
に
御
台
所
に
定
め
ら
れ
る
。
そ
の
と
き
重
子
は
「
不
受
の
気
色
（
不
同
意
、同
意
し
な
い
）」
を
示
し
た
が
、

栄
子
が
重
子
を
説
得
し
て
嫁
が
せ
た
と
い
う
。

　

同
年
（
改
元
さ
れ
て
正
長
元
年
）
六
月
に
婚
儀
が
執
り
行
な
わ
れ
、
翌
年
の
永
享
元
年
（1429

）
三
月

に
は
女
子
を
出
産
し
、
さ
ら
に
翌
年
一
月
に
は
三
品
に
叙
せ
ら
れ
た
。

　

と
こ
ろ
が
、こ
の
婚
姻
そ
の
も
の
が
義
教
の
後
見
人
だ
っ
た
日
野
栄
子
に
よ
っ
て
決
め
ら
れ
た
も
の
で
、

そ
の
夫
婦
仲
は
良
く
な
ら
な
か
っ
た
。
義
教
は
次
第
に
側
室
の
尹た
だ

子こ

（
正お
お

親ぎ

町ま
ち

三
条
公き
ん

雅ま
さ

の
娘
）
に
心
を

移
し
て
い
く
。
そ
し
て
永
享
三
年
（1431

）
に
、
義
教
は
突
如
と
し
て
尹
子
に
御
台
所
の
身
分
を
与
え
る

こ
と
を
宣
言
す
る
。
以
後
、
宗
子
は
「
本
台
所
」、
尹
子
は
「
新
台
所
」
と
呼
ば
れ
、
正
室
が
二
人
い
る

状
態
と
な
っ
た
。
さ
ら
に
二
人
の
間
の
娘
が
死
去
し
、
続
い
て
日
野
栄
子
も
病
死
し
た
。
こ
れ
を
機
に
義

教
は
宗
子
と
の
離
別
を
決
意
し
て
、
同
年
中
に
宗
子
は
離
別
を
言
い
渡
さ
れ
て
御
所
を
去
る
。

　

日
野
家
に
対
し
て
は
宗
子
の
妹
と
な
る
日
野
重
子
（
後
の
義
勝
・
義
政
の
生
母
）
を
側
室
に
迎
え
る
こ

と
と
な
っ
て
代
償
し
た
。
そ
の
後
の
動
向
は
不
詳
だ
が
、
文
安
四
年
に
、
宗
子
は
出
家
し
て
観
智
院
と
名

乗
り
、
死
去
し
た
こ
と
が
『
康
富
記
』
に
記
さ
れ
て
い
る
。

　
『
康や
す
と
み
き

富
記
』
は
、
外
記
局
官
人
を
勤
め
た
中
原
康
富
の
日
記
で
、
記
述
は1408

年
（
応
永
15
年
）
か

ら1455

年
（
康
正
元
年
）
に
及
ぶ
が
、
永
享
年
間
の
記
述
な
ど
が
欠
落
し
て
い
る
。
ま
た
一
部
は
、
父
・

中
原
英
隆
が
書
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
幕
府
を
始
め
、
武
家
の
動
向
や
、
隼
人
司
、
主
水
司
、

大
炊
寮
の
各
々
の
所
領
の
経
営
に
つ
い
て
細
か
く
記
述
さ
れ
、
和
歌
、
連
歌
、
猿
楽
な
ど
文
化
、
芸
能
に

関
す
る
記
述
も
豊
富
で
、
こ
の
こ
ろ
の
社
会
、
有
職
故
実
を
研
究
す
る
上
で
貴
重
な
史
料
と
な
っ
て
い
る
。

　
重
子
（
裏
松
重
光
の
娘
）

　

重
子
は
、
応
永
十
八
年
（1411

）
の
生
ま
れ
、
六
代
将
軍
・
義
教
の
側
室
と
な
り
、
永
享
六
年
（1434

）

に
義
勝
（
の
ち
に
七
代
将
軍
と
な
る
）、
同
八
年
（1436

）
に
は
義
政
（
の
ち
に
八
代
将
軍
）
を
産
む
。

　

嘉
吉
の
乱
で
夫
・
義
教
が
殺
害
さ
れ
た
後
、
幼
年
の
義
勝
や
義
政
を
補
佐
し
て
幕
政
に
関
与
し
た
が
、

義
政
の
寵
愛
を
受
け
た
乳
母
今
参
局
と
対
立
し
た
。
今
参
局
は
、
義
政
の
正
室
と
な
っ
た
富
子
（
兄
・
義

資
の
孫
に
当
た
る
）
の
産
ん
だ
子
が
早
世
し
た
の
は
、
彼
女
の
呪
詛
の
た
め
と
さ
れ
、
流
刑
と
な
っ
て
、

長
禄
三
年
（1459

）
に
は
自
害
さ
せ
ら
れ
た
が
、こ
れ
は
富
子
の
指
示
と
も
重
子
の
指
示
と
も
言
わ
れ
る
。

　

寛
正
四
年
（1463

）
に
死
去
す
る
。

　
日
野
（
裏
松
）
義
資
の
長
男
と
し
て

　
日
野
／
裏
松
重
政
（
裏
松
義
資
の
長
男
）

　

義
資
の
長
男
と
し
て
生
ま
れ
た
重
政（
生
年
不
詳
）は
、裏
松
家
の
当
主
と
し
て
、当
初
は
政
光
と
名
乗
っ

て
い
た
。
位
は
蔵
人
右
少
弁
・
贈
従
二
位
内
大
臣
。
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日
野
家
二
十
一
代
当
主
は
・
・

　
21
代

・
日
野
有
光

　

二
十
代
資
教
の
嫡
男
の
有
光
が
継
ぎ
、
続
い
て
そ
の
弟
の
家
秀
が
二
十
二
代
を
継
い
だ
。
し
か
し
、
前

記
し
た
よ
う
に
、
本
家
の
日
野
家
よ
り
、
分
家
の
一
つ
だ
っ
た
「
裏
松
家
」
一
門
が
将
軍
家
と
の
絆
を
深

め
て
力
を
得
た
た
め
、
本
家
と
し
て
の
「
日
野
家
」
の
威
勢
は
衰
え
て
い
た
。

　

日
野
有
光
は
、
元
中
四
年
／
嘉
慶
元
年
（1387

）
の
生
ま
れ
、
嘉
吉
三
年
九
月
二
十
七
日
（1443
年

10

月20

日
）
父
は
権
大
納
言
の
日
野
資
教
、
子
に
日
野
資
親
、
号
を
祐
光
。
足
利
義
満
の
縁
戚
な
の
で
、

そ
の
寵
愛
を
受
け
、
後
に
娘
は
称
光
天
皇
の
妃
と
な
る
。

　

有
光
は
、
応
永
二
十
一
年
（1414

）
に
権
中
納
言
、
同
二
十
四
年
（1417

）、
院
執
権
、
さ
ら
に
同

二
十
八
年
に
は
権
大
納
言
と
な
る
が
、
応
永
三
十
二
年
（1425

）、
院
執
権
と
権
大
納
言
の
両
方
を
辞
し
、

出
家
し
て
祐
光
と
号
す
。

　
日
野
流
は
将
軍
に
抑
圧
さ
れ
る

　

日
野
流
の
隆
盛
は
、
本
分
家
を
問
わ
ず
、
室
町
殿
に
と
っ
て
は
重
荷
と
な
る
側
面
を
も
っ
て
い
た
の
で
、

外
戚
の
勢
力
拡
大
を
よ
く
思
わ
な
い
四
代
将
軍
・
義
持
は
、
応
永
三
十
四
年
（1427

）
に
、
有
光
を
室
町

殿
よ
り
追
放
す
る
（『
看
聞
日
記
』）。

　

父
・
義
資
が
六
代
将
軍
・
義
教
に
蟄
居
を
命
じ
ら
れ
て
家
督
を
継
ぐ
。
永
享
六
年
（1434

）
に
父
・
義

資
が
将
軍
・
義
教
に
暗
殺
さ
れ
た
た
め
出
家
し
、
所
領
は
没
収
さ
れ
た
。

　

叔
母
の
重
子
の
計
ら
い
で
嫡
男
の
勝
光
が
家
督
を
継
ぎ
、
の
ち
、
還
俗
し
て
重
政
と
名
乗
り
、
娘
・
富

子
を
儲
け
た
。
他
に
娘
と
息
子
の
永
俊
（
十
一
代
将
軍
・
義
澄
の
義
父
）
が
知
ら
れ
て
い
る
。
娘
の
富
子
は

八
代
将
軍
・
義
政
室
に
、
ま
た
も
う
一
人
の
娘
は
足
利
義
視
室
と
な
る
。

　

嘉
吉
三
年
（1443
）
に
死
去
、
法
名
は
壷
尊
。

　
嫡
男
の
勝か
つ

光み
つ

は
・
・
・

　

永
享
元
年
（1429

）、
重
政
を
父
、
北
小
路
苗
子
を
母
と
し
て
生
ま
れ
、
裏
松
家
の
当
主
と
な
る
。
す

で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
永
享
六
年
（1434

）
に
祖
父
の
義
資
が
何
者
か
に
暗
殺
さ
れ
、
父
・
政
光
（
の
ち

重
政
と
名
乗
る
）
も
所
領
を
没
収
さ
れ
て
出
家
し
た
た
め
、
勝
光
は
六
歳
で
祖
父
の
跡
を
継
い
で
家
督
を

相
続
し
た
。
嘉
吉
元
年
（1441

）
に
は
元
服
す
る
。
翌
年
、
嘉
吉
二
年
、
七
代
将
軍
と
な
っ
た
足
利
千
也

茶
丸
（
義
政
の
兄
）
が
元
服
し
て
「
義
勝
」
と
名
乗
っ
た
の
で
、
こ
の
一
字
を
受
け
て
勝
光
と
名
乗
る
。

　

後
述
す
る
よ
う
に
、
日
野
家
二
十
代
・
資
教
の
系
統
が
絶
え
た
の
で
、
分
家
が
本
家
を
引
き
継
ぐ
形
で

日
野
家
二
十
四
代
の
当
主
と
な
る
。
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看か
ん
も
ん
に
っ
き

聞
日
記
は
、
伏
見
宮
貞
成
親
王
（
後
崇
光
院
∧1372

〜 1456

∨
）
の
日
記
で
、
日
記
41
巻
と
御
幸

記
１
巻
、
別
記
１
巻
、
目
録
１
巻
か
ら
構
成
さ
れ
、
全
44
巻
か
ら
成
る
。
一
部
は
散
逸
し
て
い
る
が
、
応

永
二
十
三
年
（1416

）
よ
り
文
安
五
年
（1448

）
ま
で
33
年
間
に
渡
る
部
分
が
現
存
す
る
。「
看
聞
日
記
」

は
貞
成
親
王
が
自
筆
し
た
原
本
の
題
名
で
、
一
般
に
は
『
看か
ん
も
ん
ぎ
ょ
ぎ

聞
御
記
』
と
も
呼
ば
れ
る
。

貞
成
親
王
は
伏
見
宮
３
代
で
、
後
花
園
天
皇
の
実
父
に
あ
た
る
人
物
で
あ
る
。
将
軍
足
利
義
教
時
代
の
幕

政
や
世
相
、
貞
成
親
王
の
身
辺
な
ど
に
つ
い
て
記
さ
れ
て
お
り
、
政
治
史
だ
け
で
な
く
文
化
史
に
お
い
て

も
注
目
さ
れ
る
。

　

続
い
て
称
光
天
皇
が
男
子
を
残
さ
ず
に
没
し
て
皇
統
が
伏
見
宮
系
統
に
移
る
と
、
有
光
は
政
治
的
に
不

遇
と
な
る
。

　

失
意
の
有
光
は
、
南
朝
復
興
を
目
指
す
後
南
朝
と
結
ん
で
嘉
吉
三
年
（1443

）、
武
装
し
て
禁
裏
に
乱

入
し
、
三
種
の
神
器
の
一
部
を
奪
う
（
禁き
ん

闕け
つ

の
変
）。
比
叡
山
延
暦
寺
の
根
本
中
堂
に
立
て
籠
も
っ
た
が

や
が
て
殺
さ
れ
、
事
件
と
は
無
関
係
で
あ
っ
た
有
光
の
子
で
、
右
大
弁
、
従
三
位
の
資
親
も
殺
害
さ
れ
た
。

　
日
野
家
二
十
二
代
は
家
秀
に

　
22
代

・
日
野
家
秀

　

先
代
の
有
光
の
弟
で
、応
永
八
年
（1401

）
に
生
ま
れ
た
、初
名
：
秀
光
が
後
継
ぎ
と
な
る
。
蔵
人
頭
、

参
議
、
左
大
弁
を
経
て
、
応
永
三
十
五
年
／
正
長
元
年
（1428

）、
権
中
納
言
、
さ
ら
に
院
執
権
、
検
非

違
使
別
当
、
左
衛
門
督
、
永
享
四
年
（1432

）
に
は
権
大
納
言
と
な
り
、
同
年
没
し
た
。

　
23
代

・
日
野
春
龍
丸

　

二
十
三
代
を
継
い
だ
の
は
、家
秀
の
養
子
で
、日
野
流
・
広
橋
家
の
春
龍
丸
（
父
は
権
中
納
言
の
広
橋
兼
郷
）

だ
っ
た
。
し
か
し
、
春
龍
丸
も
そ
の
年
の
う
ち
に
死
去
し
た
の
で
、
結
局
、
日
野
家
の
家
督
と
所
領
は
兼

郷
に
与
え
ら
れ
、
兼
郷
は
「
日
野
中
納
言
」
を
名
乗
り
、
二
十
代
当
主
・
資
教
か
ら
始
ま
っ
た
系
統
は
消

滅
し
た
。

　

24
代

・
日
野
勝
光
に
つ
い
て

　

六
代
将
軍
義
教
は
、
嘉
吉
元
年
（1441

）、
赤
松
満
祐
に
よ
っ
て
殺
害
さ
れ
た
が
、
行
き
過
ぎ
た
彼
の

専
制
政
治
が
一
因
な
の
で
、
こ
れ
を
改
め
て
元
に
回
復
し
よ
う
と
す
る
動
き
が
起
っ
た
。
そ
の
一
環
と
し

て
日
野
家
の
再
興
を
図
る
こ
と
に
な
り
、
新
し
い
日
野
家
の
当
主
と
し
て
選
ば
れ
た
の
は
、
日
野
流
に
属

す
る
裏
松
家
の
当
主
、
勝
光
だ
っ
た
。

　

勝
光
は「
押
大
臣
」と
呼
ば
れ
た
。妹
の
富
子
を
八
代
将
軍
・
義
政
の
正
室
と
し
て
嫁
が
せ
、生
ま
れ
た
子
、

義
尚
の
将
軍
（
九
代
）
職
へ
の
就
任
に
寄
与
す
る
。
勝
光
は
義
政
・
富
子
の
も
と
で
強
大
な
政
治
的
影
響

力
を
握
り
、
本
来
名
家
の
家
格
で
は
昇
進
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
左
大
臣
に
ま
で
昇
り
「
押お
し
の
お
ど
ど

大
臣
」
と
称
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さ
れ
た
。
子
に
政ま
さ

資す
け

、
娘
に
（
足
利
義
尚
室
）
が
い
る
。

　

さ
ら
に
娘
を
義
尚
の
正
室
と
し
て
嫁
が
せ
た
。
博
覧
強
記
で
和
漢
学
に
通
じ
、
和
歌
を
読
む
。

　
そ
の
役
職
は
・
・
・

　

文
安
三
年（1446

）、右
少
弁
に
任
官
、続
い
て
蔵
人
に
補
任
、右
少
弁
如
元
と
な
り
、文
安
五
年（1448

）、

蔵
人
右
少
弁
如
元
、
さ
ら
に
宝
徳
二
年
（1450

）、
従
四
位
下
に
昇
叙
、
右
中
弁
に
転
任
し
、
蔵
人
頭
も

兼
帯
す
る
。
従
四
位
上
に
昇
叙
、
蔵
人
頭
右
中
弁
如
元
、
右
大
弁
に
転
任
し
、
蔵
人
頭
如
元
、
正
四
位
下

に
昇
叙
し
、
蔵
人
頭
右
大
弁
如
元
、
参
議
に
補
任
さ
れ
、
右
大
弁
如
元
へ
。
翌
年
、
従
三
位
に
昇
叙
し
、

参
議
右
大
弁
如
元
、
左
大
弁
に
遷
任
、
参
議
如
元
、
権
中
納
言
に
転
任
さ
れ
る
。

　

享
徳
元
年
（1452

）、
正
三
位
に
昇
叙
、
権
中
納
言
如
元
へ
、
さ
ら
に
康
正
元
年
（1455

）、
従
二
位

に
昇
叙
し
、
権
大
納
言
に
転
任
さ
れ
る
。
長
禄
三
年
（1459

）、
正
二
位
に
昇
叙
し
、
権
大
納
言
如
元
と

な
る
。

　

寛
正
六
年
（1465

）、従
一
位
に
昇
叙
し
、権
大
納
言
如
元
。
文
正
元
年
（1466

）
に
は
院
（
後
花
園
上
皇
）

執
事
を
兼
帯
し
、翌
年
、内
大
臣
に
転
任
し
、院
執
事
を
辞
す
。
応
仁
二
年（1468

）に
内
大
臣
を
辞
任
し
て
、

文
明
八
年
（1476

）、左
大
臣
任
官
す
る
が
、左
大
臣
を
辞
任
し
て
没
し
た
。
四
十
八
才
。
法
号
は
唯
称
院
。

法
名
は
唯
稱
院
殿
圓
長
久
冨
大
居
士
。

　
義
政
の
室
と
な
っ
た
日
野
富
子

　

永
享
十
二
年
（1440

）
山
城
（
現
・
京
都
府
）
の
生
ま
れ
、
父
は
蔵
人
右
少
弁
・
贈
内
大
臣
日
野
重
政
、

母
は
従
三
位
北
小
路
苗
子
（
北
小
路
禅
尼
）。
康
正
元
年
（1455

）、
八
代
将
軍
・
義
政
の
正
室
と
な
る
。

時
に
義
政
二
十
才
、
富
子
は
十
六
才
だ
っ
た
。

　

長
禄
三
年
（1459

）
に
は
第
一
子
が
生
ま
れ
た
が
、
夭
折
す
る
。
義
政
の
乳
母
の
今
参
局
が
呪
い
を
掛

け
た
せ
い
だ
と
し
て
、
彼
女
は
琵
琶
湖
沖
島
に
流
罪
と
さ
れ
、
途
中
で
自
刃
、
義
政
の
側
室
四
人
も
追
放

さ
れ
た
。

　

富
子
は
寛
正
三
年（1462

）と
翌
四
年
、相
次
い
で
女
子
を
産
ん
だ
。
そ
の
後
も
男
子
は
産
ま
れ
な
か
っ

た
の
で
、
寛
正
五
年
（1464

）、
義
政
は
実
弟
で
仏
門
に
入
っ
て
い
た
義
尋
を
還
俗
さ
せ
、
名
を
足
利
義

視
と
改
め
さ
せ
、
細
川
勝
元
を
後
見
と
し
て
将
軍
の
後
継
者
と
し
た
。

　

し
か
し
翌
寛
正
六
年
に
、
富
子
は
義
尚
を
出
産
し
て
、
富
子
は
義
尚
の
擁
立
を
目
論
ん
だ
。
そ
の
た
め
、

義
尚
の
後
見
だ
っ
た
山
名
宗
全
や
、
実
家
の
日
野
家
は
義
視
と
対
立
す
る
。
こ
れ
に
幕
府
の
実
力
者
の
勝

元
と
宗
全
の
対
立
や
斯
波
氏
、
畠
山
氏
の
家
督
相
続
問
題
な
ど
が
複
雑
に
絡
み
合
っ
て
、
応
仁
の
乱
は
勃

発
し
た
。
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富
子
は
経
済
的
に
力
を
得
て
、
幕
政
と
幕
府
の
経
済
に
寄
与
し
た

　

戦
乱
の
た
め
食
料
難
と
な
っ
た
と
き
、
富
子
は
お
米
の
取
引
に
参
入
し
、
投
機
に
よ
っ
て
巨
万
の
富
を

稼
ぎ
、
蔵
ま
で
建
て
た
、
と
の
記
録
も
あ
り
、
戦
い
の
全
時
期
を
通
じ
て
細
川
勝
元
を
総
大
将
と
す
る
東

軍
側
に
い
た
が
、
東
西
両
軍
の
大
名
に
多
額
の
金
銭
を
貸
し
付
け
、
利
息
を
徴
収
し
た
、
と
い
わ
れ
て
い

る
。『
大
乗
院
寺
社
雑ぞ
う

事じ

記き

』
に
は
、
畠
山
氏
の
嫡
男
の
義よ
し

統む
ね

に
千
貫
文
を
貸
し
た
、
と
の
記
述
が
あ
る

が
、
同
書
は
興
福
寺
大
乗
院
で
門
跡
を
務
め
た
尋じ
ん

尊そ
ん

ら
が
三
代
に
わ
た
っ
て
記
し
た
日
記
で
、
約
百
九
十

冊
。
原
本
は
宝
徳
二
年
（1450

）
か
ら
大
永
七
年
（1527

）
ま
で
を
国
立
公
文
書
館
が
所
蔵
す
る
（
重
要

文
化
財
）。
特
に
尋
尊
の
書
い
た
部
分
は
、
応
仁
の
乱
前
後
の
根
本
史
料
と
さ
れ
て
い
る
。

　
「
京
都
七
口
関
」
が
設
置
さ
れ
る　

　

過
ぐ
る
長
禄
三
年
（1459

）
こ
ろ
か
ら
、
京
の
七
口
（
京
都
に
つ
な
が
る
街
道
の
出
入
）
に
関
所
が
設
置

さ
れ
て
関
銭
を
徴
集
し
て
い
た
（
京
都
七
口
関
）。
こ
の
関
所
の
設
置
は
内
裏
の
修
復
費
、
諸
祭
礼
の
費
用

だ
っ
た
が
、富
子
は
ほ
と
ん
ど
そ
の
資
金
を
懐
に
入
れ
た
の
で
、激
高
し
た
民
衆
が
文
明
十
二
年
（1480

）

に
関
所
を
破
壊
し
た
（
徳
政
一
揆
）
と
い
う
。
富
子
は
財
産
を
守
る
た
め
に
弾
圧
に
乗
り
出
し
て
、
直
ち

に
関
の
再
設
置
に
取
り
掛
っ
た
が
、
実
際
に
は
、
火
災
で
焼
け
た
御
所
を
修
復
す
る
た
め
に
必
要
な
費
用

を
自
身
の
蓄
財
か
ら
賄
っ
た
、
と
伝
え
る
文
書
も
残
さ
れ
て
い
る
。

　

義
政
と
の
間
は
冷
却
し
て
い
た

　

文
明
三
年
（1471

）
こ
ろ
、
室
町
亭
（
京
都
市
上
京
区
）
に
避
難
し
て
い

た
後
土
御
門
天
皇
と
の
密
通
の
噂
が
広
ま
っ
た
。
天
皇
が
富
子
の
侍
女
に

手
を
付
け
た
こ
と
に
よ
る
も
の
だ
が
、
そ
ん
な
噂
が
流
れ
る
ほ
ど
義
政
と

富
子
の
間
は
冷
却
化
し
て
い
た
。

　

文
明
五
年
に
宗
全
・
勝
元
が
死
去
し
、
義
政
が
隠
居
、
義
尚
が
元
服
し

て
九
代
将
軍
に
就
任
す
る
と
、
兄
の
日
野
勝
光
が
新
将
軍
代
と
な
っ
た
。

義
政
は
政
治
へ
の
興
味
を
全
く
失
な
い
、
文
明
七
年
（1475

）
に
、
小
河

御
所
（
現
・
上
京
区
堀
川
）
を
建
設
し
て
一
人
で
移
っ
た
。

　

文
明
八
年
、
勝
光
が
没
す
る
と
、
富
子
は
実
質
的
な
幕
府
の
指
導
者
と

な
っ
て
、「
御
台
一
天
御
計
い
」
す
る
と
い
わ
れ
た
富
子
に
、
八は
っ

朔さ
く

（
八
月
朔
日
＝
旧
暦
の
一
日
に
、
感
謝

の
贈
物
を
す
る
風
習
）
の
進
物
を
届
け
る
人
々
の
行
列
は
一
、二
町
に
も
達
し
た
と
い
わ
れ
る
。

　

室
町
亭
が
焼
失
し
て
、
義
政
が
住
む
小
河
御
所
へ
移
っ
た
が
、
文
明
十
三
年
（1481

）、
義
政
は
長
谷

聖
護
院
の
山
荘
に
移
っ
て
し
ま
い
、
そ
の
後
、
義
政
と
は
別
居
し
た
。

　

文
明
九
年
（1477

）、
西
軍
は
引
き
上
げ
た
の
で
、
京
都
の
戦
乱
は
終
止
符
を
打
っ
た
が
、
そ
の
翌
日
、

足
利
義
尚
像
（
天
龍
寺
蔵
）

出
典:
ウ
ィ
キ
ペ
デ
ィ
ア
（
宇
治
主
水
）
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富
子
は
伝
奏
広
橋
兼
顕
に
「
土
御
門
内
裏
が
炎
上
し
な
か
っ
た
の
は
、
西
軍
の
大
内
政
弘
と
申
し
合
わ
せ

て
い
た
か
ら
」
と
い
う
趣
旨
の
発
言
を
し
て
い
る
。

　

富
子
は
学
問
に
も
熱
心
だ
っ
た
・
・
・

　

富
子
は
、
関
白
の
一
条
兼
良
に
源
氏
物
語
の
講
義
を
受
け
た
と
い
う
。
将
軍
家
御
台
所
と
は
い
え
、
関

白
が
女
性
に
講
義
を
す
る
の
は
異
例
で
あ
る
が
、
富
子
は
こ
の
た
め
に
莫
大
な
献
金
を
行
っ
た
、
と
い
わ

れ
る
。
民
衆
だ
け
で
な
く
公
家
の
怨
嗟
の
的
と
な
っ
た
金
儲
け
の
「
悪
女
」
と
断
定
す
る
こ
と
は
、
行
き

過
ぎ
か
も
し
れ
な
い
。

　

歌
会
で
詠
ん
だ
歌
は
・
・
・

　

文
明
九
年
七
月
、
朝
廷
が
開
い
た
天
皇
主
宰
の
「
七
夕
歌
会
」（
お
題
は
「
山
家
雨
」）
に
出
席
し
た
富

子
が
詠
ん
だ
の
は

　
　
　
　

さ
び
し
か
れ
と

　
　
　
　

世
を
の
が
れ
こ
し

　
　
　
　

柴
の
庵
に

　
　
　
　

な
を
袖
ぬ
ら
す

　
　
　
　

夕
暮
れ
の
雨

　

幕
府
を
立
て
直
す
た
め
に
寂
し
さ
に
堪こ
ら

え
る
富
子
の
心
情
が
表
わ
れ
て
い
る
。

　
　
　
　

あ
や
し
と
や

　
　
　
　

な
お
も
涙
を
人
の
み
む

　
　
　
　

無
名
に
朽
ち
る

　
　
　
　

袖
と
し
ら
す
は

　

ま
た
富
子
は
京
都
の
祭
、
御み

蔭か
げ

祭
（
葵
祭
の
前
に
行
わ
れ
る
）
の
復
活
に
貢
献
し
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。

　

応
仁
の
乱
後
に
は
・
・
・

　

義
尚
は
成
長
す
る
と
富
子
を
疎
ん
じ
始
め
、
文
明
十
五
年
（1483

）
に
は
富
子
を
お
い
て
伊
勢
貞
宗
邸

に
移
転
し
、
酒
色
に
溺
れ
た
。
そ
の
た
め
富
子
は
一
時
権
力
を
失
っ
た
が
、
延
徳
元
年
（1489

）
に
、
六
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輩
出
し
た
。
義
政
の
継
嗣
に
擬
せ
ら
れ
た
義
視
の
正
室
も
勝
光
と
富
子
の
妹
（
実
名
不
詳
）
だ
っ
た
。

　
勝
光
死
後
の
日
野
家
は
・
・
・

　

勝
光
亡
き
後
は
子
息
の
政
資
が
継
い
だ
が
早
世
す
る
。
政
資
の
跡
を
徳
大
寺
実
淳
の
次
男
高
光
（
の
ち

澄
光
、内
光
と
改
名
）
が
継
い
だ
が
、桂
川
原
の
戦
い
で
戦
死
し
た
。
家
運
は
傾
き
、さ
ら
に
内
光
の
子
息
・

晴
光
の
嗣
子
だ
っ
た
晴
資
も
、
下
向
し
て
い
た
駿
河
で
父
に
先
立
っ
て
早
世
す
る
。
そ
の
後
、
晴
光
の
死

に
よ
っ
て
日
野
家
は
、
ま
た
も
や
断
絶
す
る
。
し
か
し
、

　
春
日
局
の
尽
力
で
・
・
・

　

晴
光
の
未
亡
人
で
、
晴
資
の
母
だ
っ
た
春
日
局
は
、
十
三
代
将
軍
・
義
輝
の
乳
人
と
し
て
、
幕
府
に
対

し
て
の
政
治
的
な
影
響
力
を
も
っ
て
い
た
。
そ
こ
で
春
日
局
の
尽
力
と
義
輝
の
庇
護
に
よ
り
日
野
家
の
経

営
は
維
持
さ
れ
る
。
義
輝
は
春
日
局
の
守
る
日
野
家
に
、
同
じ
日
野
流
の
広
橋
家
か
ら
養
子
輝
資
を
迎
え

て
日
野
家
を
継
承
さ
せ
、
成
人
し
た
輝
資
は
栄
進
し
て
権
大
納
言
に
い
た
っ
た
。

角
高
頼
討
伐
（
長
享
・
延
徳
の
乱
）
で
遠
征
中
の
義
尚
が
、
二
十
五
才
と
い
う
若
さ
で
没
し
た
。

　

富
子
は
、
息
子
の
急
死
に
よ
っ
て
意
気
消
沈
し
た
が
、
義
視
と
自
分
の
妹
の
間
に
生
ま
れ
た
足
利
義よ
し

材き

（
の
ち
に
改
名
し
て
義よ
し

尹た
だ

、さ
ら
に
義よ
し

稙た
ね

）
を
将
軍
に
擁
立
す
る
こ
と
を
義
政
と
協
議
し
て
、合
意
に
達
し
た
。

延
徳
二
年
（1490

）
正
月
に
義
政
が
没
す
る
と
、
義
材
は
十
代
将
軍
と
な
る
。
し
か
し
後
見
人
と
な
っ
た

義
視
は
、
権
力
を
持
ち
続
け
る
富
子
と
争
っ
て
、
富
子
の
邸
宅
の
小
河
邸
を
破
壊
し
、
領
地
を
差
し
押
さ

え
た
。
翌
年
の
義
視
の
死
後
、
親
政
を
開
始
し
た
義
材
も
ま
た
富
子
と
敵
対
し
た
。

　

明
応
二
年
（1493
）、
義
材
が
河
内
に
出
征
し
て
い
る
間
に
、
富
子
は
細
川
政
元
と
共
に
ク
ー
デ
タ
ー

を
起
こ
し
て
義
材
を
廃
し
、
義
政
の
甥
で
堀
越
公
方
、
足
利
政
知
の
子
、
足
利
義
澄
を
十
一
代
将
軍
に
就

任
さ
せ
た
（
明
応
の
政
変
）。
そ
の
三
年
後
の
明
応
五
年
（1496

）、
五
十
七
才
で
死
亡
し
た
。

　
裏
松
・
日
野
家
と
将
軍
家
と
の
絆
は

　

室
町
幕
府
三
代
将
軍
足
利
義
満
の
正
室
だ
っ
た
業
子
（
日
野
家
）
と
康
子
（
裏
松
家
）
以
来
、
室
町
殿

の
正
室
は
日
野
流
、
特
に
裏
松
家
か
ら
出
す
こ
と
が
例
と
な
り
、
四
代
将
軍
・
義
持
の
正
室
の
栄
子
、
六

代
将
軍
・
義
教
の
正
室
の
宗
子
、
八
代
将
軍
・
義
政
の
正
室
の
富
子
に
続
い
て
、
九
代
将
軍
・
義
尚
の
正

室
（
勝
光
の
娘
で
実
名
不
詳
）、
十
一
代
義
澄
の
正
室
（
実
名
不
詳
）
と
六
代
に
わ
た
っ
て
将
軍
の
正
室
を
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付
録

　

醍
醐
寺
「
文
化
財
ア
ー
カ
イ
ブ
ス
」
よ
り

　
以
下
、
藤
井
雅
子
氏
（
日
本
女
子
大
准
教
授
、
醍
醐
寺
霊
宝
館
学
芸
員
）
の
解
説
文
か
ら

　
　
　

足
利
尊
氏
と
三
宝
院
賢
俊

　

足
利
尊
氏
と
賢
俊
と
を
深
く
結
び
つ
け
た
の
は
、
建
武
三
年
（1336

）
二
月
尊
氏
が
九
州
に
敗
走
す
る

途
中
、
賢
俊
が
「
勅
使
」
と
し
て
北
朝
の
光
厳
上
皇
の
院
宣
を
も
た
ら
し
て
「
朝
敵
」
と
な
る
こ
と
を
免

れ
た
こ
と
に
よ
る
と
い
う
（「
梅
松
論
」）。
当
時
、
尊
氏
は
南
朝
の
後
醍
醐
天
皇
と
対
立
し
て
戦
っ
て
い

た
の
で
、
後
醍
醐
へ
の
叛
旗
を
正
当
化
す
る
た
め
に
北
朝
の
承
認
を
欲
し
て
い
た
。
そ
の
証
し
と
な
る
院

宣
の
到
来
は
、
尊
氏
の
政
治
・
軍
事
上
の
立
場
に
重
要
な
転
機
と
な
っ
た
の
だ
が
、
で
は
何
故
、
賢
俊
が

尊
氏
の
も
と
に
院
宣
を
持
参
し
た
の
だ
ろ
う
か
。

　

賢
俊
〔
正
安
元
年
（1299

）
～
延
文
二
年
（1357
）〕
は
、
持
明
院
統
（
後
の
北
朝
）
に
仕
え
た
日
野
俊

光
の
息
子
と
し
て
生
ま
れ
、
そ
の
兄
弟
に
、
北
朝
に
与
し
た
資
名
・
資
明
、
南
朝
に
味
方
し
た
資
朝
と
が

い
た
。
思
う
に
、
尊
氏
は
北
朝
の
院
宣
を
得
よ
う
と
し

て
、
資
明
の
代
わ
り
に
、
そ
の
兄
弟
で
僧
侶
だ
っ
た
賢

俊
に
「
勅
使
」
の
役
割
を
回
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

観
応
二
年
（1351

）
正
月
、
尊
氏
は
弟
直
義
と
対
立

し
京
都
を
追
わ
れ
た
が
、
こ
の
時
、
賢
俊
は
尊
氏
の
軍

勢
に
従
う
こ
と
を
決
意
し
た
（
史
料
：
「
賢
俊
書
状
」）。

将し
ょ
う
ぐ
ん
軍
に
同ど
う
ど
う道
申も
う

し
候
そ
う
ろ
うの
間あ
い
だ、
進し
ん
た
い退
偏ひ
と
へに
彼か
の
め
い命
に
任ま
か

せ
候そ
う
らい
お
わ
ん
ぬ
、
よ
っ
て
戦せ
ん
じ
ょ
う場に
共ぐ

ぶ奉
の
条じ
ょ
う、
尺
し
ゃ
く
も
ん門

の
儀ぎ

に
非あ
ら

ず
、
一い
ち
り
ゅ
う流の

恥ち
じ
ょ
く辱

た
る
べ
き
の
条じ
ょ
う、

冥み
ょ
う
け
ん顕に

就つ

き
歎な
げ

き
存ぞ
ん

じ
候そ
う
ろう

心し
ん
ち
ゅ
う中に

候
そ
う
ろ
う、

察さ
っ

せ
ら
れ
給た
ま

ふ

べ
く
候
そ
う
ろ
う、
但た
だ

し
時じ

ぎ宜
無む
り
ょ
く力
の
次し
だ
い第
に
候そ
う
ろう
な
り
、
旅り
ょ
て
ん店
に
お
い
て
不ふ
り
ょ慮
の
事こ
と

候そ
う
らは
ば
、
世せ
じ
ょ
う
せ
い
ひ
つ

上
静
謐
の
時と
き

、

面め
ん
め
ん
だ
ん
ご
う

々
談
合
に
及お
よ

び
、
師し
せ
き跡

を
興お
こ

さ
る
べ
く
候
そ
う
ろ
うな

り
、

　
　
　

大 

意

　
「
将
軍
尊
氏
に
ご
同
道
申
し
上
げ
る
こ
と
に
し
た
の
で
、
自
分
の
運
命
は
偏
に
尊
氏
の
ご
命
令
に
任
せ

る
こ
と
に
し
ま
し
た
。
よ
っ
て
戦
場
に
お
供
す
る
こ
と
は
、
僧
侶
の
身
と
し
て
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
こ

と
で
あ
り
、（
賢
俊
の
列
し
た
三
宝
院
流
で
あ
る
）
法
流
に
と
っ
て
恥
ず
べ
き
も
の
で
す
が
、
神
仏
の
お
導

賢
俊
像　
一
幅
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き
で
あ
る
の
で
、
嘆
く
ば
か
り
の
心
中

を
察
し
て
い
た
だ
き
た
い
。
た
だ
し
今

の
状
況
は
自
分
の
力
で
は
ど
う
し
よ
う

も
な
い
事
で
す
。
旅
先
に
お
い
て
私
に

も
し
も
の
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
な
ら
ば
、

世
の
中
が
静
ま
り
治
ま
っ
た
時
に
、
関

係
の
者
た
ち
と
相
談
し
て
、
先
師
た
ち

の
遺
し
た
も
の
（
院
家
・
法
流
・
所
領
等
）

を
（
今
後
も
）
ま
す
ま
す
発
展
さ
せ
る
よ

う
に
し
て
く
だ
さ
い
。」

　

賢
俊
は
こ
の
書
状
を
弟
子
の
光
済
に
宛
て
て
し
た
た
め
た
。
こ
の
中
で
賢
俊
は
僧
侶
の
身
で
従
軍
す
る

こ
と
を
恥
じ
て
い
る
が
、
こ
れ
ま
で
尊
氏
か
ら
受
け
た
恩
情
を
考
慮
す
る
と
、
従
軍
は
避
け
ら
れ
な
い
こ

と
と
諦
め
て
い
る
よ
う
だ
。

　

こ
の
よ
う
に
賢
俊
が
尊
氏
に
対
し
て
強
く
忠
誠
を
誓
っ
た
理
由
は
、
賢
俊
が
寺
内
外
に
お
い
て
獲
得
し

た
立
場
が
尊
氏
の
後
見
に
基
づ
い
て
い
た
た
め
と
考
え
ら
れ
る
。
鎌
倉
後
期
か
ら
南
北
朝
期
に
お
け
る
醍

醐
寺
は
、
大
覚
寺
統
（
後
の
南
朝
）
の
影
響
を
強
く
受
け
て
お
り
、
後
醍
醐
天
皇

の
寵
臣
で
あ
っ
た
文
観
弘
真
が
勢
力
を
持
っ
て
い
た
。
そ
れ
に
対
し
て
賢
俊
の
先

師
た
ち
は
、
法
流
や
院
家
と
い
う
由
緒
は
あ
る
も
の
の
、
対
抗
で
き
る
切
り
札
を

持
っ
て
い
な
か
っ
た
。
そ
う
し
た
中
で
尊
氏
と
賢
俊
と
の
関
わ
り
が
生
ま
れ
て
、

賢
俊
は
醍
醐
寺
座
主
に
補
任
さ
れ
た
。
寺
内
の
有
力
院
家
を「
管
領
」（
管
理
支
配
）

す
る
よ
う
尊
氏
か
ら
認
め
ら
れ
、
寺
内
を
統
括
す
る
立
場
を
強
め
て
い
っ
た
。
ま

た
寺
外
に
お
い
て
も
真
言
宗
の
長
官
で
あ
る
東
寺
長
者
、
足
利
氏
（
源
氏
）
の
氏

社
で
あ
る
六
条
八
幡
宮
や
篠
村
八
幡
宮
の
別
当
に
も
任
じ
ら
れ
、
尊
氏
や
武
家
護

持
の
た
め
に
積
極
的
に
祈
祷
を
行
っ
た
。

　

さ
ら
に
幕
政
に
も
関
与
し
た
が
、
当
時
北
朝
の
公
卿
っ
た
洞
院
公
賢
は
賢
俊
に

つ
い
て
、「
彼
の
僧
正
公
家
・
武
家
の
媒
介
、
す
こ
ぶ
る
軽
忽
と
い
へ
ど
も
、
毎

時
彼
を
も
っ
て
指
南
と
な
し
、
仰
せ
通
さ
る
る
な
り
（
彼
の
僧
正
は
公
家
武
家
の
間
の
な
か
だ
ち
を
果
た
し
、

非
常
に
軽
は
ず
み
で
愚
か
で
は
あ
る
が
、
す
べ
て
の
事
柄
は
彼
の
指
図
に
よ
っ
て
将
軍
ら
に
仰
せ
通
さ
れ
る
の
で

あ
る
）」、「
栄
耀
至
極
、公
家
武
家
権
勢
比
肩
の
人
な
し
、な
か
ん
づ
く
諸
人
の
蠹と
が
い害
、大
略
彼
の
ヽ
（
マ
ゝ
）

の
た
め
に
生
涯
を
失
う
の
輩
あ
る
の
由
、
風
聞
あ
り
（
栄
え
世
を
と
き
め
く
こ
と
甚
だ
し
く
、
公
家
武
家
の

賢俊書状 一通（国宝）

足利尊氏御判御教書 一通 ( 国宝 )
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者
で
彼
に
匹
敵
す
る
よ
う
な
立
場
の
者
は
い
な
い
、
中
で
も
諸
人
に
と
っ

て
害
を
な
す
者
で
あ
り
、
彼
の
た
め
に
地
位
を
失
っ
た
者
が
多
い
と
い
う

う
わ
さ
が
あ
る
）」
と
評
し
た
。

　

こ
の
記
述
か
ら
、
如
何
に
賢
俊
が
尊
氏
に
重
用
さ
れ
た
か
を
う

か
が
う
こ
と
が
で
き
る
と
と
も
に
、
賢
俊
の
発
言
力
の
大
き
さ
を

敵
視
し
、
憂
慮
す
る
風
潮
が
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
賢
俊
の
尊
氏
に
対
す
る
強
い
思
い
は
本
物
だ
っ

た
に
違
い
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、
尊
氏
の
「
慎
つ
つ
し
み
ど
し
歳
」、
す
な
わ
ち
厄

年
に
当
た
る
延
文
二
年
（1357
）
の
出
来
事
か
ら
知
る
こ
と
が
で

き
る
。

　

こ
の
年
の
二
月
、
賢
俊
は
石
清
水
八
幡
宮
の
宝
前
に
願
文
を
捧

げ
、
尊
氏
か
ら
「
多
年
の
芳
契
」「
数
箇
の
重
恩
」
を
受
け
、
そ
れ

ら
に
「
酬
」
い
る
た
め
に
、賢
俊
の
「
少
量
の
身
」
を
も
っ
て
、「
大

樹
（
将
軍
尊
氏
）
の
命
」
を
「
祈
り
代
え
る
」
こ
と
を
立
願
し
た
。

つ
ま
り
尊
氏
の
厄
を
賢
俊
が
代
わ
り
に
受
け
る
こ
と
を
求
め
た
の

で
あ
る
。
こ
の
賢
俊
の
願
い
が
聞
き
入
れ
ら
れ
た
の
か
、
こ
の
年

尊
氏
は
無
事
に
過
ご
す
こ
と
が
で
き
た
が
、
賢
俊
は
閏
七
月
十
六

日
に
入
滅
し
た
。

　

賢
俊
の
四
十
九
日
仏
事
に
、
尊
氏
は
自
ら
筆
を
取
っ
て
般
若
理

趣
経
を
書
写
し
供
え
た
が
、
そ
れ
が
今
も
醍
醐
寺
に
残
さ
れ
て
い

る
。
尊
氏
の
達
筆
と
は
い
え
な
い
な
が
ら
も
一
字
一
字
丁
寧
に
書

か
れ
た
文
字
に
、
尊
氏
の
賢
俊
へ
の
深
い
情
が
伝
わ
っ
て
く
る
よ

う
に
思
わ
れ
る
。

　
　
　

般
若
理り

趣し
ゅ

経
き
ょ
う

　

正
式
に
は
「
大
楽
金
剛
不
空
真
実
三
摩
耶
経
」（
一
巻
）
で
真
言

宗
の
読
誦
経
典
。
万
物
の
本
体
が
清
浄
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に

し
、
即
身
成
仏
の
教
義
を
説
く
。
下
図
は
、　

足
利
尊
氏
筆
の 

一
帖

　

紙
本
墨
書
（
楮
紙
）　

縦23.5

糎　

横9.5

糎　
（
国
宝
、
醍
醐
寺

所
蔵
）
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「
市
民
プ
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は
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、四
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、
各
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地
域
住
民
と
行
政
に
対
し
て
取
材
活
動
を
行
な
い
、
報
道
に
よ
っ
て
市

民
の
公
共
参
加
を
推
進
し
ま
す
。
ま
た
市
民
間
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

の
増
進
に
努
め
ま
す
。
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地
域
情
報
紙
「
市
民
プ
レ
ス
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編
集
・
発
行
し
、

無
料
で
配
布
し
ま
す
。

　

読
者
の
「
オ
ピ
ニ
オ
ン
」（
意
見
・
感
想
）
を
お
寄
せ
下
さ
い
。
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集
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原
宛
に
ど
う
ぞ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

TEL 090

（3048

）5502


